
i n f o r m a t i o n

障
が
い
福
祉
課 

☎
９
７
３
―
５
４
５
２

特
別
障
害
者
手
当
・
障
害
児
福
祉
手
当

に
つ
い
て

在
宅
の
重
度
障
害
者（
児
）に
対
し
、
福
祉

の
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
、
左
記
の
手

当
を
支
給
し
ま
す
。

【
手
当
月
額
】

１
．
特
別
障
害
者
手
当　

２
６
，
０
０
０
円

２
．
障
害
児
福
祉
手
当　

１
４
，
１
４
０
円

【
対
象
】

１
．
特
別
障
害
者
手
当

在
宅
で
20
歳
以
上
の
者
で
あ
っ
て
、
著
し

く
重
度
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
た
め
、
日
常

生
活
に
お
い
て
常
時
特
別
の
介
護
を
必
要
と

す
る
者
。（
施
設
に
入
所
中
の
者
、
継
続
し
て

３
ヶ
月
を
超
え
て
入
院
し
て
い
る
者
は
対
象

に
な
り
ま
せ
ん
。）

２
．
障
害
児
福
祉
手
当

在
宅
で
20
歳
未
満
の
者
で
あ
っ
て
、
著
し

く
重
度
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
た
め
、
日
常

生
活
に
お
い
て
、
常
時
の
介
護
を
必
要
と
す

る
者
。（
障
害
を
事
由
と
す
る
年
金
を
受
給
し

て
い
る
者
、
施
設
に
入
所
し
て
い
る
者
は
対

象
に
な
り
ま
せ
ん
。）

【
申
請
方
法
】
医
師
の
診
断
書
・
そ
の
他
書
類

を
添
付
し
て
申
請
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
の

で
、
詳
し
く
は
、
障
が
い
福
祉
課
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
下
さ
い
。

【
お
問
い
合
わ
せ
】
障
が
い
福
祉
課

☎
９
７
３
ー
５
４
５
２

介
護
長
寿
課 

☎
９
７
３
―
３
２
０
８

家
族
介
護
支
援
事
業

「
セ
ル
フ
リ
ン
パ
マ
ッ
サ
ー
ジ
」と

「
食
と
健
康
に
つ
い
て
」

要
介
護
高
齢
者
を
在
宅
で
介
護
し
て
い
る

方
を
対
象
に
、
自
宅
で
で
き
る
セ
ル
フ
マ
ッ

サ
ー
ジ
、
身
体
の
疲
労
回
復
、
自
分
の
健
康

に
つ
い
て
考
え
る
機
会
を
つ
く
り
、
よ
り
過

ご
し
や
す
い
毎
日
を
送
っ
て
い
た
だ
け
る
こ

と
を
目
的
に
開
催
し
ま
す
。

【
内
容
お
よ
び
講
師
】

セ
ル
フ
リ
ン
パ
マ
ッ
サ
ー
ジ

　
　

和わ

仁に

屋や　

和か
ず

樹き

・
小さ

夜よ

子こ　

氏

（
癒
し
空
間
は
ぁ
て
ぃ
り
ぃ
）

食
と
健
康
に
つ
い
て

　
　

宮み
や

國ぐ
に　

由ゆ

紀き

江え　

氏

【
と
き
】
８
月
14
日（
木
）

午
前
10
時
30
分
〜
午
後
３
時

（
受
付
：
10
時
〜
10
時
30
分
）

【
と
こ
ろ
】
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
う
る
み
ん

２
階
会
議
室

【
対
象
】
要
介
護
者
を
自
宅
で
介
護
し
て
い
る

市
内
在
住
の
方

【
定
員
】
35
名
（
定
員
に
達
し
次
第
締
め
切
り
）

【
参
加
料
】
無
料

【
申
込
方
法
】
お
電
話
で
申
込
み
く
だ
さ
い
。

う
る
ま
市
社
会
福
祉
協
議
会
（
本
所
）

☎
９
７
３
ー
５
４
５
９

※
平
日
の
午
前
９
時
〜
午
後
５
時
ま
で
受
付

け
て
い
ま
す
。

担
当
：
古
波
蔵
・
渡
久
地

【
申
込
期
限
】７
月
１
日（
火
）〜
８
月
５
日（
火
）

児童扶養手当・特別児童扶養手当の「現況届」について

【お問い合わせ】児童家庭課　☎９７３－４９８３

児童扶養手当・特別児童扶養手当を受けている方は、受給資格確認のため、毎年８月に「現況届」の提出が必
要です。この届出がない場合、８月分以降の手当が受けられなくなりますので、必ず届出を行って下さい。
該当者への通知は7月中旬頃に発送いたします。

・所得制限により手当が支給停止、一部支給になっている方も「現況届」は必要です。
・「現況届」を提出しないで２年を経過すると、時効になり手当を受ける資格がなくなり
ますので、ご注意下さい。

・期間中に「現況届」の提出がない場合、12月の支払いに間に合わない場合もあります。
※届出は必ず受給者本人が行って下さい。（代理人での受付は出来ません）
※所得申告がまだの方は、現況届を提出する前に所得の申告をして下さい。
※混雑が予想されますので、できるだけ個人宛の通知書で指定された日にお越し下さい。

地域 受付期間 受付場所 受付時間

与那城・勝連 ８月１日（金）・８月４日（月） 与那城庁舎ロビー

・午前９時～１１時３０分
・午後１時～４時

石　川 ８月５日（火）・８月６日（水）
石川保健相談センター

２階ホール

具志川
８月７日（木）～８月２２日（金）
　　　（※土、日を除く）

うるま市役所本庁舎
３階　第１会議室

全 地 域
日曜窓口

８月１７日（日）
うるま市役所本庁舎
３階　第1会議室

・午前９時～１１時３０分
・午後１時～３時

※受付期間中は指定された会場以外での受付は出来ませんので、ご注意下さい。
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